
広報うわじま８月号　 8 

ぼ
し
ゅ
う

市役所への問合先

　本　　　庁 ☎２４ － １１１１

　吉 田 支 所 ☎５２ － １１１１

　三 間 支 所 ☎５８ － ３３１１

　津 島 支 所 ☎３２ － ２７２１

　宇和海支所 ☎６２ － ０３１１ 情報
たうん

Information

市役所への問合先

　本　　　庁 ☎２４ － １１１１

　吉 田 支 所 ☎５２ － １１１１

　三 間 支 所 ☎５８ － ３３１１

　津 島 支 所 ☎３２ － ２７２１

　宇和海支所 ☎６２ － ０３１１ 情報
たうん

Information

自
衛
官

●
一
般
曹
候
補
生

【
受
験
資
格
】
18
〜
26
歳
の
人

【
１
次
試
験
】
９
月
20
日
㈯ 

午
前

【
試
験
会
場
】
市
役
所

●
自
衛
官
候
補
生
︵
男
子
︶

【
受
験
資
格
】
18
〜
26
歳
の
人

【
筆
記
試
験
】
９
月
20
日
㈯ 

午
後

【
試
験
会
場
】
市
役
所

▽
︵
女
子
︶

【
筆
記
試
験
】
９
月
28
日
㈰

【
試
験
会
場
】
陸
上
自
衛
隊
松

山
駐
屯
地（
松
山
市
南
梅
本
町
）

●
航
空
学
生
︵
パ
イ
ロ
ッ
ト
︶

【
受
験
資
格
】
高
校
卒
業
（
見

込
み
含
む
）
〜
21
歳
未
満
の
人

【
試
験
（
１
次
）】
９
月
23
日
㈫
㈷

【
試
験
会
場
】
陸
上
自
衛
隊
松

山
駐
屯
地（
松
山
市
南
梅
本
町
）

【
受
付
期
間
】
８
月
１
日
㈮
〜

９
月
９
日
㈫

※ 

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】
自
衛
隊
宇
和
島
地

域
事
務
所
☎
23 

｜ 

５
４
３
１

ふ
る
さ
と
Ｃ
Ｍ
大
賞
作
品

　

わ
が
ま
ち
の
歴
史
や
文
化
な

ど
の
魅
力
を
紹
介
す
る
30
秒
Ｃ
Ｍ

を
つ
く
り
、
発
表
し
合
う
「
ふ
る

さ
と
Ｃ
Ｍ
大
賞
え
ひ
め
」（
愛
媛

朝
日
テ
レ
ビ
主
催
）
が
開
催
さ
れ

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

【
申
込
期
限
】
９
月
26
日
㈮
ま
で

※ 

制
作
す
る
際
の
注
意
点
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
込
・
問
合
先
】
総
務
課
秘

書
広
報
係
☎
内
線
２
４
７
１

水
荷
浦
バ
レ
イ
シ
ョ

オ
ー
ナ
ー

　

遊
子
水
荷
浦
に
あ
る
１
区
画

約
70
平
方
メ
ー
ト
ル
の
段
畑
に

種
芋
10
キ
ロ
を
植
え
付
け
ま
す
。

　

植
え
付
け
後
、
地
元
で
管
理

し
て
収
穫
物
は
オ
ー
ナ
ー
へ
。

【
年
間
費
用
】
２
万
５
，０
０
０
円

【
募
集
期
間
】
９
月
１
日
㈪
ま
で

【
定　

員
】
20
人
（
先
着
順
）

【
申
込
・
問
合
先
】
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
段
畑
を
守
ろ
う
会
事
務

局
☎
０
９
０ 

｜ 

１
１
７
５ 

ー 

２
１
３
５
・
農
林
課
☎
内
線

２
８
７
０

新居浜市・宇和島市 観光情報相互掲載企画

第４回高校生笑い日本一決定戦「笑顔甲子園" 絆 " in 新居浜」

（新居浜市・宇和島市 観光情報相互掲載企画とは）

　東予と南予の交流の促進を目的として、相互の

広報紙に観光・イベントなどの情報を掲載します。

　新居浜市では「笑い」の効用に着目した介護予

防促進事業を実施しており、平成23年度から「笑
顔プロジェクト」をスタートしました。市が目指

す都市像「あかがねのまち、笑顔輝くまちづくり」

の一環として、高校生を対象にした笑顔甲子園事

業を実施し、たくさんの笑顔を発信しています。

　全国から映像審査による予選を勝ち抜いた「笑

い」を愛する高校生たちが集結！グランプリを目

指し、漫才・コント・落語などで熱戦を繰り広げ

ます。新居浜が笑顔であふれる２日間。入場無料。

皆さん、ぜひ、ご来場ください。

＜特別審査員＞

・月亭 方正 さん　・桂 三幸 さん
・めおと楽団ジキジキ さん　・高見 知佳 さん
・芸乃虎や志 さん　・らくさぶろう さん
・ぱんだカレンダー（笑顔甲子園第３回大会グランプリ）

【と　き】

○８月23日㈯
　（午前の部）午前10時30分～
　（午後の部）午後２時～

○８月24日㈰　午後１時～
【ところ】

新居浜市市民文化センター

【問合先】

新居浜市総合政策課

☎０８９７ － ６５ － １２１０
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たうん情報たうん情報

顧
問 

川
﨑 

洋
子 

さ
ん

【
参
加
料
】
無
料

【
問
合
先
】
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
さ

か
え
・
就
労
継
続
支
援
事
業

所
ピ
ア
さ
か
え
☎
・

24 

｜ 

５
１
５
９

広告入り公用封筒 提供者募集

　市が所有する資源を活用し、新たな財源の確保や

地域経済の活性化を図るため、市が使用する広告を掲

載した封筒を提供することができる事業者を募集しま

す。封筒は、市内外への文書送付などに使用します。

【広告の規格】 広告欄（裏面）に１～８枠（任意）

の広告を掲載すること

【応募資格】市競争入札（見積）参加資格者

【封筒仕様】 再生紙（色は要相談）・約85g/㎡
　　　　　 （窓付は約70g/㎡）

【募集締切】８月20日㈬
【納入期限】平成27年２月27日㈮
【募集封筒】作成可能な規格・枚数を申し込

んでください。１種類のみの申込もできます。

＜平成27年度使用見込＞

▽ 角形２号封筒（17,000枚） ▽長形３号封筒

（23,000枚） ▽長形３号窓付封筒（14,000枚）

▽角形８号窓付封筒（66,000枚） ▽特殊規格

窓付封筒（20,000枚）
【提出するもの】申込書、提供封筒（見本）　

※ 詳しくは、市ホームページをご覧になるか
お問い合わせください。

【申込・問合先】財政課管財係☎内線２４４０

広 

告 

欄

角形２号封筒
縦250mm
　×横210mm

長形３号封筒
縦170mm
　×横110mm

長形３号封筒

広 

告 

欄 角形８号窓付封筒
縦70mm×横175mm

広 告 欄

特殊規格窓付封筒
「縦119mm×横186mm」
縦65mm×横160mm

チ
リ
メ
ン
モ
ン
ス
タ
ー

観
察
会

～
き
み
も
﹁
チ
リ
モ
ン
﹂
博
士
～

　

チ
リ
メ
ン
モ
ン
ス
タ
ー
と
は

チ
リ
メ
ン
ジ
ャ
コ
に
混
ざ
っ
て

捕
れ
た
生
き
も
の
（
魚
や
エ
ビ

な
ど
）
の
こ
と
で
略
し
て
「
チ

リ
モ
ン
」
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な

チ
リ
モ
ン
を
選
び
出
し
、
顕
微

鏡
や
虫
眼
鏡
で
観
察
し
、
自
分

の
標
本
を
作
成
し
ま
す
。
夏
休

み
の
自
然
学
習
と
し
て
参
加
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

【
と　

き
】
８
月
24
日
㈰

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

【
と
こ
ろ
】
市
役
所
８
０
１
会

議
室

【
講　

師
】
宇
和
海
水
産
構
想

推
進
協
議
会

【
対　

象
】
小
学
生

※
保
護
者
の
参
加
も
可
能
。

※ 

小
学
２
年
生
以
下
は
必
ず
保

護
者
同
伴
。

も
よ
お
し

フ
ァ
ミ
・
サ
ポ
説
明
会

＆
養
成
講
習
会

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
の
説
明
会
と
サ
ポ
ー

ト
会
員
に
な
る
た
め
の
養
成
講

習
会
を
開
催
し
ま
す
。
説
明
会

の
み
の
参
加
も
で
き
ま
す
。

　

必
ず
事
前
申
し
込
み
を
お
願

い
し
ま
す
。
参
加
人
数
に
よ
り

開
催
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
と　

き
】
８
月
６
日
㈬

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

【
と
こ
ろ
】
市
役
所
２
０
２
会
議
室

【
持
参
品
】
筆
記
用
具
・
印
か

ん
（
登
録
す
る
人
の
み
）

【
申
込
・
問
合
先
】
８
月
１

日
㈮
ま
で
に
福
祉
課
フ
ァ

ミ
・
サ
ポ
う
わ
じ
ま
☎
49 

｜ 

７
０
５
４ 

24 

｜ 

１
１
６
０

fa
m

isa
p
o@

city.u
w

a
jim

a
.lg

.jp

へ

は
ー
と
♡
講
演
会
２
０
１
４

～
や
さ
し
い
地
域
社
会

を
め
ざ
し
て
～

　

複
雑
化
す
る
社
会
の
仕
組
み

や
人
間
関
係
に
よ
っ
て
、「
心

の
病
」
に
か
か
り
、
暮
し
づ
ら

い
毎
日
を
送
っ
て
い
る
人
が
増

え
て
い
ま
す
。
５
大
疾
病
に
加

わ
っ
た
精
神
疾
患
は
、
誰
に
で

も
発
症
す
る
病
気
で
、
決
し
て

人
ご
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

皆
と
一
緒
に
心
豊
か
に
暮
ら

す
た
め
に
、「
心
の
病
」
や
不

安
を
抱
え
て
い
る
人
の
こ
と
を

理
解
し
、
障
が
い
を
持
っ
て
い

る
人
た
ち
が
普
通
に
生
活
で
き

る
社
会
を
作
る
に
は
ど
う
す
れ

ば
い
い
の
か
、
皆
さ
ん
も
一
緒

に
学
び
ま
し
ょ
う
。

【
と　

き
】
９
月
13
日
㈯

（
受
付
）
午
後
１
時
〜

（
講
演
）
午
後
１
時
30
分〜

３
時

【
と
こ
ろ
】総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

【
演　

題
】「
精
神
障
が
い
者
の

地
域
生
活
の
支
え
方
」

【
講　

師
】（
公
社
）
全
国
精
神

保
健
福
祉
会
連
合
会

【
定　

員
】
15
組
（
先
着
順
）

【
費　

用
】
無
料

【
受　

付
】
８
月
４
日
㈪
〜
15

日
㈮

【
申
込
・
問
合
先
】
宇
和
海
水

産
構
想
推
進
協
議
会
人
材
育
成

部
会
事
務
局（
企
画
情
報
課
内
）

内
線
☎
２
５
０
７
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市役所への問合先
本　　　庁 ☎24 － １１１１
吉 田 支 所 ☎52 － １１１１

三 間 支 所 ☎58 － ３３１１
津 島 支 所 ☎32 － ２７２１
宇和海支所 ☎62 － ０３１１

も
よ
お
し

　青年の就農意欲を喚起し、農業への定着を図るため、経営が不安

定な就農直後の所得を確保する給付金を支給します。詳しくは、市

ホームページをご覧になるかお問い合わせください。

【給付金】年額150万円（最長５年間）
※ 共同経営者の場合は、夫婦225万円。法人新設の場合は、人数分。

【要　件】次のすべてを満たすこと ▽独立・自営就農時の年齢が、原
則45歳未満であること ▽独立・自営就農であること ▽経営を継承す
る場合は、５年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に

経営改善・発展に向けた新たな取り込みを行うこと ▽経営開始計画
が農業経営を開始して５年後までには農産物販売や加工品販売などで

生計が成り立つ実現可能な計画であること ▽人・農地プランに位置
付けされていること（見込み含む） ▽原則、生活費の確保を目的とし
た国の他の事業による給付を受けていないこと ▽原則、農林水産省
が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること ▽平成22
年４月以降に農業経営を開始したこと

【提出方法】経営開始計画などは、本人が農林課へ持参してください。

【問合先】農林課☎内線２８３１・２８１６

青年就農給付金事業 提出期限 ８月20日㈬まで

農
林
水
産
物
加
工
相
談
会

　

市
で
は
、
宇
和
島
地
域
の
農

林
水
産
物
を
活
用
し
た
加
工
品

の
開
発
や
、
既
存
の
加
工
品
の

品
質
管
理
・
品
質
保
持
の
向
上

な
ど
を
図
る
た
め
、
県
産
業
技

術
研
究
所
食
品
産
業
技
術
セ
ン

タ
ー
協
力
の
も
と
、
農
林
水
産

物
加
工
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

相
談
員
や
日
時
な
ど
は
相
談

内
容
に
応
じ
、
調
整
し
て
決
定

し
ま
す
。相
談
無
料
、秘
密
厳
守
。

市
民
パ
ソ
コ
ン
講
座

～
ス
マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
か
ら

写
真
を
取
り
込
も
う
～

【
と　

き
】

第
１
回
　
８
月
13
日
㈬

午
後
２
時
〜
３
時
30
分

第
２
回
　
８
月
15
日
㈮

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

第
３
回
　
８
月
22
日
㈮

午
後
２
時
〜
３
時
30
分

※
各
１
回
の
講
座
で
す
。

【
と
こ
ろ
】生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

【
講　

師
】
和
田 

周
子 

さ
ん

【
定　

員
】
14
人

【
受
講
料
】
無
料
（
資
料
代
２

０
０
円
は
受
講
者
負
担
）

【
受　

付
】
８
月
１
日
㈮

午
前
９
時
〜

【
申
込
・
問
合
先
】
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
☎
25 

｜ 

７
５
１
４

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
・
母
・

寡
婦
対
象 

パ
ソ
コ
ン
講
習

　

愛
媛
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合

会
が
、
就
職
に
役
立
つ
パ
ソ
コ

ン
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

カ
ラ
オ
ケ
大
会

　

老
人
ク
ラ
ブ
会
員
以
外
の
人

で
も
出
場
で
き
ま
す
。
お
気
軽

に
参
加
く
だ
さ
い
。

【
と　

き
】
９
月
11
日
㈭

（
開
場
）
正
午
〜

（
開
演
）
午
後
１
時
〜

【
と
こ
ろ
】総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

【
申
込
方
法
】
出
演
を
希
望
す
る

【
と　

き
】
９
月
９
日
㈫
〜
12

月
11
日
㈭
の
、
毎
週
火
曜
日
お

よ
び
木
曜
日
（
全
26
回
）

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

【
と
こ
ろ
】
南
予
地
方
局　

別
館

【
講
習
科
目
】
ワ
ー
ド
・
エ

ク
セ
ル
（
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト

２
０
１
０
）、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
、
会
計
ソ
フ
ト 

な
ど

【
定
員
】
20
人

※ 

応
募
多
数
の
場
合
は
、
書
類

選
考
で
決
定
し
ま
す
。

【
受
講
料
】
無
料
（
教
材
費
と

検
定
料
は
自
己
負
担
）

【
申
込
・
問
合
先
】
８
月
22
日

㈮
ま
で
に
福
祉
課
母
子
自
立
支

援
員
☎
内
線
２
１
０
８
へ

【
対　

象
】
市
内
に
住
所
の
あ

る
事
業
者
・
個
人

【
申
込
方
法
】規
定
の
相
談
シ
ー

ト
に
記
入
し
て
、
期
日
ま
で
に

郵
送
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※ 

相
談
シ
ー
ト
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
な
い
人
に
は
郵
送
し
ま

す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
締　

切
】
8
月
29
日
㈮

【
申
込
・
問
合
先
】
〒
798 

ー 

８
６
０
１
宇
和
島
市
曙
町
１
番

地 

産
業
未
来
創
造
室
☎
内
線

２
８
３
５

sa
n
g
yom

ira
i@

city.u
w

a
jim

a
.lg

.jp

退職金の悩み

中退共で解決しませんか

（中小企業退職金共済制度）

　中退共は、中小企業で働く従

業員のための国の退職金制度で、

以下のような特徴があります。

①国の掛金助成を受けられます

②掛金は全額非課税

③社外積立だから、管理が簡単

　また、パートタイマーや家族

従業員の人も加入できます。お

気軽にお問い合わせください。

【問合先】

（独）勤労者退職金共済機構中

小企業退職金共済事業本部

☎０３ － ６９０７ － １２３４
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※「各種相談」は、５月号からＰ２６に移動しました。

路
上
放
置
自
転
車
な
ど
を

一
斉
撤
去
（
月
間
中
）

　

「
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
」
運

動
の
一
環
と
し
て
、
道
路
に

放
置
さ
れ
て
い
る
自
転
車
な

ど
を
各
道
路
管
理
者
が
一
斉

に
撤
去
し
ま
す
。

　

月
間
中
（
８
月
１
日
〜
31

日
）
に
実
施
す
る
予
定
で
す

の
で
、
自
転
車
な
ど
を
路
上

に
放
置
し
て
い
る
人
は
、
そ

れ
ま
で
に
自
宅
へ
移
動
・
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
道
路
に
関
す
る
問
合
先
】

︵
一
般
国
道
56
号
︶

国
土
交
通
省
宇
和
島
国
道
出

張
所
☎
22 

｜ 

３
４
１
９

︵
一
般
国
道
３
２
０
号

３
７
８
号
、
県
道
︶

南
予
地
方
局
建
設
部
管
理
課

☎
22 

｜ 

５
２
１
１

︵
市
道
︶

市
建
設
課
☎
内
線
２
６
７
１

　

生
活
の
基
本
を
支
え
て
く

れ
る
道
路
。
８
月
は
「
道
路

ふ
れ
あ
い
月
間
」
で
す
。

　

こ
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
、

道
路
の
重
要
性
を
み
ん
な
で

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

Ｌ
型
側
溝
に
物
を
置
く
と
、

雨
水
の
排
水
に
支
障
を
き
た

す
だ
け
で
な
く
、
通
行
の
妨

げ
に
な
り
ま
す
の
で
、
物
を

置
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

歩
道
の
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
に

自
転
車
な
ど
を
駐
輪
す
る
と
、

通
行
の
妨
げ
に
な
る
だ
け
で

な
く
、
視
覚
障
が
い
の
あ
る

人
に
と
っ
て
は
と
て
も
危
険

で
す
の
で
、
物
を
置
か
な
い

で
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
庭
木
の
緑
も
伸
び

す
ぎ
て
道
路
に
は
み
出
す
と
、

通
行
の
妨
げ
と
な
り
、
交
通

事
故
の
原
因
に
も
な
り
か
ね

ま
せ
ん
。
庭
木
・
生
垣
を
管

理
し
て
い
る
人
は
、
早
い
時
期

に
せ
ん
定
を
お
願
い
し
ま
す
。

道
路
ふ
れ
あ
い
月
間

（
８
月
１
日
〜
31
日
）

「
子
や
孫
に

つ
な
げ
て
い
き
た
い

　
　
　  

道
が
あ
る
」

通行の支障となる
迷惑駐輪

高
齢
者
（
老
人
ク
ラ
ブ
加
入
・

未
加
入
不
問
）
は
、
８
月
22
日

㈮
ま
で
に
お
近
く
の
老
人
ク
ラ

ブ
会
長
に
申
し
込
む
か
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】
宇
和
島
市
老
人
ク

ラ
ブ
連
合
会
事
務
局
☎
23 

｜ 

３
８
２
２

お
し
ら
せ

人
権
擁
護
委
員 
委
嘱

　

７
月
１
日
付
で
、
法
務
大
臣

か
ら
次
の
人
が
人
権
擁
護
委
員

に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

暮
ら
し
の
中
で
の
悩
み
ご
と

や
心
配
ご
と
が
あ
る
人
は
、
お

近
く
の
法
務
局
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

▽
久
保
田
和
子
（
再
任
）

▽
河
野　

晶
子
（
再
任
）

▽
森
藤　

裕
子
（
再
任
）

▽
清
家　

明　
　

（
再
任
）

（
敬
称
略
）

【
問
合
先
】
松
山
地
方
法
務
局

宇
和
島
支
局
☎
22 

｜ 

０
７
７
０

危
険
物
取
扱
者

試
験
・
準
備
講
習
会

●
試
　
験

【
と　

き
】
10
月
26
日
㈰

午
前
10
時
〜

【
と
こ
ろ
】
吉
田
高
校
ほ
か

【
受
付
期
間
】
９
月
１
日
㈪
〜

11
日
㈭
（
必
着
）

【
試
験
の
種
類
】
甲
・
乙
・
丙

種
の
全
種
類
（
吉
田
高
校
会
場

は
乙
種
第
４
類
と
丙
種
）

【
受
験
料
】
甲
種
＝
５
，０
０
０

円
、
乙
種
＝
３
，
４
０
０
円
、

丙
種
＝
２
，７
０
０
円

※ 

受
験
願
書
は
消
防
本
部
・
各

分
署
に
置
い
て
い
ま
す
。

●
準
備
講
習
会

　

受
験
の
た
め
の
準
備
講
習
会
。

【
と　

き
】
９
月
19
日
㈮
・
20

日
㈯　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

【
と
こ
ろ
】
消
防
本
部
４
階
大

会
議
室

【
受
講
料
】
会
員
＝
６
，６
０
０

円 

、
一
般
＝
９
，２
０
０
円

【
テ
キ
ス
ト
代
】
法
令
・
実
務
・

問
題
集　

各
１
，４
０
０
円（
問

題
集
は
乙
種
４
類
の
み
）

【
問
合
先
】
宇
和
島
地
区
危

険
物
安
全
協
会
事
務
局
（
消

防
本
部
予
防
課
内
）
☎
22 

｜ 

７
５
０
１

学
生
の
選
挙
権

　

市
外
の
大
学
や
専
門
学
校
な

ど
に
修
学
す
る
た
め
、
寮
や
下

宿
な
ど
に
居
住
す
る
学
生
の
住

所
地
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
寮

や
下
宿
の
所
在
地
（
修
学
地
）

に
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
（
最
高
裁
判
例
）。

　

こ
の
よ
う
な
学
生
の
人
は
、

宇
和
島
市
に
住
民
票
を
残
し
た

ま
ま
選
挙
の
際
に
入
場
券
が
届

い
た
と
し
て
も
、
選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
る
べ
き
人
で
な

か
っ
た
と
し
て
、
宇
和
島
市
で

投
票
（
期
日
前
投
票
や
不
在
者

投
票
も
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。ま
た
、所
在
地（
修
学
地
）

の
市
町
村
に
お
い
て
も
、
投
票

が
で
き
ま
せ
ん
。

　

投
票
す
る
た
め
に
は
、
住
民

票
を
実
際
に
居
住
し
て
い
る
寮

や
下
宿
な
ど
の
所
在
地
（
修
学

地
）
の
市
町
村
に
移
す
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
町
村
の
選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
る
た
め
に
は
、

転
入
届
出
を
し
た
日
か
ら
引
き

続
き
３
ヵ
月
以
上
居
住
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

【
問
合
先
】
市
選
挙
管
理
委
員

会
☎
内
線
２
８
７
２
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市役所への問合先
本　　　庁 ☎24 － １１１１
吉 田 支 所 ☎52 － １１１１

三 間 支 所 ☎58 － ３３１１
津 島 支 所 ☎32 － ２７２１
宇和海支所 ☎62 － ０３１１

r-m@gaiya769.jp
http://www.gaiya769.jp/

【問合先】ＦＭがいや

☎４９ － １７６９

【パーソナリティ】　和田 周子 さん

ぱそこん　せんせい

　市民パソコン講座のラジ

オ版です。

　文書作成や画像の挿入方

法などをわかりやすくご紹

介します。パソコンを持っ

て、ラジオの前に集合！

金曜日　午後２時～　　午後６時～、午後10時～再

各番組への感想やリクエストを受け付けています。

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
の

経
営
者
の
皆
さ
ん
へ

　

中
小
企
業
庁
・
金
融
庁
は
、

個
人
保
証
な
し
で
金
融
機
関
か

ら
融
資
を
受
け
た
り
、
事
業
が

破
た
ん
し
て
も
一
定
の
生
活
費

な
ど
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
こ

と
な
ど
を
定
め
た
、「
経
営
者

保
障
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

金
融
機
関
と
相
談
し
た
い
人

は
、
問
合
先
ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

【
問
合
先
】
中
小
企
業
基
盤
整

備
機
構
四
国
本
部
☎
０
８
７ 

｜ 

８
１
１ 

｜ 

１
７
５
２

毎
月
勤
労
統
計
調
査

特
別
調
査

　

県
は
、
厚
生
労
働
省
の
委
託

を
受
け
、
常
用
雇
用
労
働
者
を

１
人
か
ら
４
人
雇
用
し
て
い
る

事
業
所
（
７
月
31
日
現
在
）
を

対
象
に
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査

「
特
別
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
事
業
所
に
お
け

る
賃
金
、
労
働
時
間
、
労
働
者

数
の
動
向
を
都
道
府
県
別
に
明

就
学
援
助
制
度

　

学
校
教
育
法
で
は
、「
経
済

的
理
由
に
よ
っ
て
、
就
学
困
難

と
認
め
ら
れ
る
児
童
生
徒
の
保

護
者
に
対
し
て
は
、
市
は
必
要

な
援
助
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。」
と
さ
れ
て
お
り
、
市

教
育
委
員
会
は
、
義
務
教
育
期

間
中
の
児
童
生
徒
が
安
心
し
て

勉
強
が
で
き
る
よ
う
に
、
家
庭

の
事
情
に
応
じ
て
、
就
学
費
用

の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

【
援
助
対
象
】

▽
市
民
税
非
課
税
世
帯 

▽ 

児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い

る
人

▽ 

給
食
費
な
ど
の
支
払
い
に

困
っ
て
い
る
人

※ 

所
得
審
査
が
あ
り
ま
す
。
所

得
額
に
よ
っ
て
援
助
を
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
援
助
項
目
】
学
用
品
費
・
給

食
費
・
新
入
学
学
用
品
費
・
修

学
旅
行
費　

な
ど

※ 

年
度
途
中
で
も
家
庭
の
状
況

な
ど
が
変
わ
っ
た
場
合
に
は

申
請
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く

は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

適
用
対
象
と
な
る
と
、
平
成

28
年
４
月
か
ら
、
前
年
度
（
平

成
28
年
度
の
場
合
、
平
成
27
年

４
月
〜
平
成
28
年
３
月
）
の
雇

用
障
が
い
者
数
を
も
と
に
、
次

の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▽ 

障
害
者
雇
用
納
付
金
の
申
告

▽ 

障
が
い
者
の
法
定
雇
用
率

（
2.0
％
）
を
下
回
る
場
合
、

障
害
者
雇
用
納
付
金
を
納
付

▽ 

障
が
い
者
の
法
定
雇
用
率
を

上
回
る
場
合
は
、
調
整
金
の

支
給
申
請

※ 

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】
愛
媛
高
齢
障
害
者

雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０
８
９ 

｜ 

９
８
６ 

｜ 

３
２
０
１

障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度

　

障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
の

対
象
が
拡
大
さ
れ
、
平
成
27
年

４
月
か
ら
は
常
時
雇
用
し
て
い

る
労
働
者
数
が
１
０
０
人
を
超

え
る
事
業
主
が
対
象
と
な
り
ま

す
。

第１回 宇和島お城まつり

　宇和島城を舞台に、さまざまなイベント

が行われます。各イベントの内容などにつ

いて、詳しくは、お問い合わせください。
【と　き】

●９月27日㈯　午後４時～８時30分
・UWAJIMA CASTLE NIGHT（音楽コンサート）
・宇和島うまいもの大会・ビアガーデンなど

●９月28日㈰　午前９時～午後５時
・御当地料理合戦　・おもてなし○×クイズ

・宇和島城天守もちまき大会

・自分だけのオリジナルじゃこ天を作ろう！

【ところ】城山公園

【問合先】（公社）宇和島青年会議所

☎２５ － ３２３２（平日午前９時～午後４時）

http://www.uwajima-jc.or.jp/

お
し
ら
せ

【
申
込
・
問
合
先
】
市
内
各
小

中
学
校
ま
た
は
市
教
育
委
員
会

教
育
総
務
課
☎
内
線
２
７
０
８
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市
病
院
局
夏
期
就
職

説
明
会
２
０
１
４

　

市
病
院
局
で
の
就
職
に
興
味

が
あ
る
人
を
対
象
と
し
た
、
病

院
就
職
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

先
輩
看
護
師
と
の
茶
話
会
形

式
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
タ

イ
ム
も
あ
り
、
直
接
看
護
師
の

仕
事
に
つ
い
て
話
を
聞
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。
参
加
無
料
。

【
と　

き
】
８
月
10
日
㈰

（
受　

付
）
午
後
０
時
30
分
〜

（
説
明
会
）
午
後
０
時
50
分
〜３時

【
と
こ
ろ
】
市
立
宇
和
島
病
院

【
対　

象
】
市
病
院
局
で
の
勤

務
に
興
味
の
あ
る
看
護
師
・
助

産
師
、
平
成
27
年
3
月
卒
業
予

定
の
看
護
学
生

【
申
込
方
法
】
参
加
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
開
催

日
の
１
週
間
前
ま
で
に
Ｅ
メ
ー
ル

ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
送
付
し
て
く
だ

さ
い
。
参
加
申
込
書
は
、
市
立

宇
和
島
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
申
込
・
問
合
先
】
市
病
院
局

経
営
企
画
課
総
務
企
画
係
☎
25 

｜ 

１
１
１
１
内
線
２
１
０
９
０

25 

｜ 

５
３
３
４

ke
ie

i@
city.u

w
a
jim

a
.lg

.jp

節
電
へ
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

　

今
夏
の
電
力
供
給
は
、
四
国

電
力
管
内
に
お
い
て
は
、
安
定

供
給
に
最
低
限
必
要
と
さ
れ
る

予
備
率
３
％
以
上
を
確
保
で
き

る
見
通
し
で
す
が
、
大
規
模
な

発
電
所
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た

場
合
、
安
定
供
給
が
で
き
な
い

可
能
性
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

節
電
を
お
願
い
す
る
期
間
・

時
間
帯
に
お
い
て
は
、
数
値
目

標
な
ど
は
設
定
し
て
い
ま
せ
ん

が
、
無
理
の
な
い
範
囲
で
の
節

電
を
お
願
い
し
ま
す
。

夏
の
感
電
事
故
防
止

　

夏
は
水
を
使
う
機
会
が
多
い

う
え
に
、
暑
さ
で
汗
を
か
き
や

す
く
な
る
た
め
感
電
事
故
が
多

く
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

「
濡
れ
手
に
電
気
」、「
濡
れ

手
に
プ
ラ
グ
」
が
危
険
な
こ
と

は
十
分
ご
承
知
で
し
ょ
う
が
、

う
っ
か
り
プ
ラ
グ
や
ス
イ
ッ
チ

に
触
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

電
気
製
品
を
扱
う
と
き
は
、

忙
し
く
て
も
、
手
を
よ
く
拭
い

て
か
ら
取
り
扱
う
習
慣
を
つ
け

ま
し
ょ
う
。

【
問
合
先
】（
一
財
）
四
国
電

気
保
安
協
会
宇
和
島
事
業
所

☎
25 

｜ 

５
８
１
７

ら
か
に
す
る
大
切
な
調
査
で
す
。

　

調
査
対
象
と
な
る
事
業
所
に

は
、
８
月
か
ら
９
月
に
統
計
調

査
員
が
訪
問
し
て
調
査
票
を
作

成
し
ま
す
の
で
、
調
査
へ
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

調
査
票
に
記
入
さ
れ
た
事
柄

は
、
統
計
法
に
よ
り
厳
し
く

秘
密
が
守
ら
れ
、
統
計
以
外

の
目
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と

は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
問
合
先
】
県
統
計
課
生
活
統

計
係
☎
０
８
９ 

｜ 

９
１
２ 

｜ 

２
２
６
７

ボランティア・チャレンジ
２０１４ 実施中

　ボランティア・チャレンジ
２０１４は、県民の皆さんのボラ

ンティア活動や地域活動への参加

を応援する取り組みです。

　自分にあったボランティアを見

つけて、参加してみませんか。

　ボランティア情報は、愛媛ボラ

ンティアネット（http://nv.pref.

ehime.jp/）または市

企画情報課コミュニ

ティ推進係で配布し

ているガイドブック

をご覧ください。

【問合先】県男女参画・県民協働課

☎０８９ － ９１２ － ２３０５

※ 

詳
し
く
は
、「
四
国
経
済
産
業

局
」「
家
庭
の
省
エ
ネ
大
辞
典
」

「
節
電.go.jp

」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

【
期　

間
】
９
月
30
日
㈫
ま
で
の

平
日　

午
前
９
時
〜
午
後
８
時

※ 

８
月
13
日
㈬
〜
15
日
㈮
を
除

く
。

【
問
合
先
】
四
国
経
済
産
業
局

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
部
エ

ネ
ル
ギ
ー
対
策
課
☎
０
８
７ 

｜ 
８
１
１ 

｜ 

８
５
３
５

平成27 ～28年度 宇和島市交通指導員 募集

　市では、宇和島地区（宇和島支部）の交通指導員を募集します。

【対　象】市内に住む20歳～ 74歳の人（男女不問）
【内　容】各校区での朝の通学指導（月３回程度）および、

　　　　 市関係の各種行事に伴う交通整理など交通安全指導や
　　　　 交通事故防止活動の協力 など

【任　期】２年（ただし再任は妨げない）

【報　酬】年額30,000円   
【採用日】平成27年４月１日   
【人　員】若干名

【募集期間】10月31日㈮まで
※市長が委嘱する非常勤職員です。

※交通指導員の身分証・被服・装備品を給与。 
※市の条例規定に基づく公務災害補償あり。

【問合先】 企画情報課コミュニティ推進係

　　　　　☎内線２２３７

【各校区の班長】

校区名 氏　名

宇和津 古島　君子

明　倫 島瀨　義昭

鶴　島 三好　健士

天　神 山口　延子

和　霊 和田サダヱ

住　吉 庵﨑　昌巳

高　光 水田隆隆登志

番　城 髙岡　利夫

三　浦 班長なし
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遠
隔
地
被
保
険
証
の
更
新　

　

施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
て
、

　

 

保
険
証
を
使
っ
て
い
る
人
に

は
、
保
険
証
を
郵
送
し
て
い
ま
せ

ん
。
窓
口
で
更
新
の
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

【
必
要
な
も
の
】
平
成
26
年
４
月
１

日
以
降
の
施
設
入
所
証
明
書
、
印
か

ん
、
届
出
を
す
る
人
の
本
人
確
認
が

で
き
る
も
の
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

【
申
請
場
所
】
市
民
課
ま
た
は
各

支
所
市
民
保
険
係

遠

平
成
26
年
度 
国
民
健
康
保
険
料

　

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
加
入
者

の
皆
さ
ん
が
お
金
（
保
険
料
）
を
出

し
合
い
、
加
入
者
の
仲
間
が
医
療
機

関
な
ど
に
か
か
っ
た
と
き
に
、
そ
の

医
療
費
（
窓
口
で
支
払
う
自
己
負
担

分
以
外
）
を
、
保
険
者
で
あ
る
市
国

保
が
支
払
う
「
助
け
合
い
に
よ
る
医

療
保
険
制
度
」
で
す
。

　

市
国
保
の
加
入
者
数
は
、
年
々
減

少
し
て
い
ま
す
が
、
保
険
給
付
費
（
お

も
に
医
療
費
）
全
体
と
し
て
は
横
ば

い
状
態
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
原
因
は
、

高
齢
化
の
進
展
や
医
療
技
術
の
高
度

化
な
ど
に
よ
り
、
１
人
あ
た
り
の
保

険
給
付
費
が
増
加
し
て
い
る
影
響
が

大
き
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

今
年
度
の
保
険
料
率
は
、
前
年
度

と
同
じ
保
険
料
率
に
据
え
置
く
こ
と

に
し
ま
し
た
が
、
安
定
し
た
保
険
運

営
を
行
う
た
め
に
も
、
日
ご
ろ
か
ら

健
康
維
持
に
心
掛
け
、
医
療
費
抑
制

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

所
得
な
ど
の
状
況
に
よ
り
、
保
険

料
が
高
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

区
分按分方法 賦課の算定方法 医 療 分 保 険 料

後期高齢者支援分
保 険 料

介 護 分 保 険 料

応
能
割

所得割
世帯被保険者の基礎控除後
総所得金額 × 所得割率 8.30% 2.20% 1.67%

資産割
世帯被保険者の固定資産税額
（土地・家屋のみ）× 資産割率 29.50% 7.00% 6.30%

応
益
割

均等割 世帯被保険者数 × 均等割額 25,200円 5,760円 6,120円

平等割 世帯数 × 世帯別平等割額 29,200円 7,680円 5,400円

最 高 限 度 額 51万円 16万円 14万円

賦課の対象者 国保被保険者全員に賦課
40 ～ 65歳 未 満 の
国保被保険者に賦課

国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保国 保

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
の
更
新

　

国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
の
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま

で
で
す
。
８
月
以
降
も
認
定
証
が

必
要
な
場
合
は
、
８
月
中
に
更
新

を
し
て
く
だ
さ
い
（
７
月
中
は
更

新
で
き
ま
せ
ん
）。

※ 

保
険
料
に
滞
納
が
あ
る
場
合
は

認
定
証
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
70
歳
以
上
で
住
民
税
課

税
世
帯
の
人
は
更
新
手
続
き
が

不
要
で
す
。

【
更
新
が
必
要
な
人
】

・ 

現
在
、
医
療
機
関
で
入
院
し
て

い
る
人
（
入
院
予
定
の
人
）

・ 

高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
て
い
る
人

・ 

過
去
１
年
以
内
に
91
日
以
上
入

院
し
た
人
（
住
民
税
非
課
税
世

帯
の
人
の
み
）

【
必
要
な
も
の
】印
か
ん
、保
険
証
、

現
在
お
持
ち
の
限
度
額
適
用
認
定

証
ま
た
は
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証

※ 

過
去
１
年
以
内
に
91
日
以
上
入

院
し
た
人
は
、
そ
の
こ
と
を
証

明
す
る
領
収
書
な
ど
（
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
み
）
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
場
所
】
保
険
健
康
課
17
番

窓
口
ま
た
は
各
支
所
市
民
保
険
係

※ 保険料の７割・５割・２割軽滅の対象になった場合は、均等割と平等割がそれぞれ10分の３・
10分の５・10分の８になります。

保
険
証
の
更
新

　

７
月
下
旬
に
８
月
１
日
か
ら
１

年
間
使
用
す
る
保
険
証
を
世
帯
主

宛
に
郵
送
し
ま
し
た
。
同
じ
世
帯

の
国
保
被
保
険
者
全
員
の
保
険
証

を
同
封
し
て
い
ま
す
。
保
険
証
の

住
所
、
氏
名
、
有
効
期
限
な
ど
を

必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

保
険
料
に
滞
納
が
あ
る
場
合

は
、
有
効
期
限
が
短
い
保
険
証

と
な
っ
て
い
ま
す
。

※ 

平
成
27
年
７
月
１
日
ま
で
に
65

歳
に
な
る
退
職
被
保
険
者
ま
た

は
70
歳
に
な
る
人
、
平
成
27
年

７
月
31
日
ま
で
に
75
歳
に
な
る

人
は
有
効
期
限
が
短
い
保
険
証

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
有
効
期

限
ま
で
に
新
し
い
保
険
証
が
郵

送
さ
れ
ま
す
。

平
成
26
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料

保
険
証
・
認
定
証
の
更
新
、
国
保
高
額
療
養
費
制
度

市役所への問合先
本　　　庁 ☎24 － １１１１
吉 田 支 所 ☎52 － １１１１

三 間 支 所 ☎58 － ３３１１
津 島 支 所 ☎32 － ２７２１
宇和海支所 ☎62 － ０３１１

【
問
合
先
】
保
険
健
康
課
保
険
業
務
係
☎
内
線
２
１
８
０
・
２
１
３
４

ま
た
は
各
支
所
市
民
保
険
係
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国
保
高
額
療
養
費
制
度

　

１
ヵ
月
（
月
の
１
日
か
ら
末
日

ま
で
）
に
か
か
っ
た
医
療
費
の
一

部
負
担
金
が
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
と
き
、
申
請
し
て
認
め
ら

れ
る
と
、
差
額
分
が
高
額
療
養
費

と
し
て
あ
と
か
ら
支
給
さ
れ
る
制

度
で
す
。
支
給
対
象
と
な
っ
た
人

に
は
、診
療
月
の
翌
々
月
下
旬
に
、

保
険
健
康
課
か
ら
通
知
の
ハ
ガ
キ

を
送
付
し
ま
す
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

通
知
の
ハ
ガ
キ
、
医
療
費
の
領
収

書
、
世
帯
主
の
振
込
口
座
が
分
か

る
も
の
（
漁
協
は
除
く
）、
印
か

ん【注
意
事
項
】

○ 

ハ
ガ
キ
が
届
く
ま
で
高
額
療
養

費
の
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん

○ 

診
療
内
容
の
再
審
査
な
ど
に
よ

り
通
知
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す

○ 

自
己
負
担
限
度
額
や
計
算
方
法

は
、
年
齢
、
住
民
税
課
税
状
況

な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す

○ 

診
療
月
の
翌
月
１
日
か
ら
２
年

を
経
過
す
る
と
時
効
の
た
め
申

請
で
き
な
く
な
り
ま
す

制
度
名

目　的
新規申請

〈支給対象・条件など〉
現況届

注意事項 など 提出期間・書類・ 問合先 など

児
童
扶
養
手
当

１人親家庭に
対する自立を
支援し、児童
福祉の増進を
図るために支
給される手当
です。
母子家庭だけ
でなく、父子
家庭も対象と
なっており、
手当を受給す
るには申請が
必要です。

次のいずれかに当てはまる児
童を監護している母または監
護かつ生計同一の父など

●父母が婚姻を解消

●  父または母が ▽死亡 ▽一定
の障がいを持っている ▽生
死が明らかでない ▽１年以
上遺棄している

●  裁判所からのＤＶ保護命令
を受けた児童　など

※ 受給には所得制限など一定
の条件があります。

※  公的年金や遺族補償などを
受給できる場合は、支給さ
れません。

児童扶養手当を受給し
ている人（全部支給停
止の場合も含む）は、
現況届を提出してくだ
さい。
提出がない場合、８月
分以降の手当が受給で
きません。
また、現況届が未提出
で、２年を経過した場
合は、時効により資格
がなくなります。該当
者は必ず提出してくだ
さい。

【提出期間】 ８月５日㈫～11日㈪
（土・日を除く）午前９時～午後４時
【提出先】 市役所801会議室
　　　　　または各支所福祉環境係

【提出書類】
 受給状況により異なります。８月
上旬に通知する必要書類をご確認
ください。
※ 平成25年中の所得が未申告の人
は、認定ができません。所得申
告を済ませてから現況届を提出
してください。

【問合先】 福祉課児童福祉係
　　　　　☎内線２１４１または
　　　　　各支所福祉環境係

特
別
児
童
扶
養
手
当

精神や身体に
障がいのある
児 童 を 養 育
している家庭
に、児童の生
活や福祉の向
上を目的に支
給する手当で
す。

●「１級手当」該当
身体障害者手帳１～２級程度、
または、療育手帳Ａ程度の心身
に障がいのある児童の保護者

●「２級手当」該当
身体障害者手帳３～４級（４
級は一部）程度やこれと同程
度の心身に障がいがある児童
の保護者

特別児童扶養手当・特
別障害者手当・障害児
福祉手当・経過的福祉
手当を受給している人
は、現況届の提出が必
要です。
提出がない場合、８月
分以降の手当が受給で
きません。
早めに手続きをしてく
ださい。

【提出期間】 ８月11日㈪～９月５日㈮
（土・日を除く）午前９時～午後４時

【提出先】福祉課障害福祉係（23
番窓口）または各支所福祉環境係

【提出書類】受給している手当に
より異なります。８月８日発送予
定の通知をご確認ください。

※ 平成25年中の所得が未申告の人
は、認定ができません。所得申
告を済ませてから現況届を提出
してください。
※ 各手当の支給要件や所得制限、
対象者、申請方法など、詳しく
はお問い合わせください。

【問合先】 福祉課障害福祉係
　　　　　☎内線２１１０

特
別
障
害
者
手
当

在宅で、特に
重度の障がい
が重複してあ
るなど、日常
生活に常時介
護を必要とす
る人に支給す
る手当です。

●  国民年金（障害基礎）１級
程度の異なる障がいが重複
している人 

●  身体障害者手帳１・２級程度
の障がいと重度の知的障がい
または精神障がいのいずれか
が重複している人 など

障
害
児
福
祉
手
当

●  重度の身体障がい、または
精神障がいのある人 

●最重度の知的障がいの人 

●  重度の知的障がいと重度の
身体障がいを合併する人  　
など

児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当 制度

※各手当の現況届は必ず提出期間内に提出してください。
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